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生活経済事犯の未然防止対策 少しでも『不安』を感じたら 

利殖商法「半年でお金が倍以上になる」「必ずもうかる・元本保証されている」などと儲け話に

誘い、その金銭を騙し取る商法 

点検商法 点検に来たと訪問して「屋根瓦がずれている、このままだと雨漏りする」などと

不安をあおり工事などを行い、高額な代金を請求する詐欺的商法 

送り付け商法 注文（申し込み）していない商品を一方的に送り付け、消費者が受け取った

以上支払わないけないと思い込ませ、代金を騙し取る商法 

霊感商法 「あなたの家には悪霊が取り付いている」などと人の不幸や不安に付け込み、高

額な印鑑や壺、数珠などを売り付ける商法 

催眠（SF）商法 安売りや講習会の名目で人を集め、日用雑貨を無料で配り、雰囲気を盛

り上げて興奮状態にし、最後に高額な商品を売り付ける商法 

マルチ・マルチまがい商法 商品を購入して会員になり「新たな会員を勧誘すれば高い

リベートが得られる」と称して、高額商品を売り付ける商法 

その場で契約せずに、迷わず相談を！ 警察相談電話 #9110 又は最寄りの警察署へ相談を 

ニセ警察官詐欺に注意！ 

警察官を騙る詐欺電話が増えており、逮捕状を郵送やレターパックで送り付けて信用させ、お

金をだまし取る手口が増えています。郵便受けに逮捕状があっても焦ることなく、すぐに最寄りの

警察に届けてください 

〇警察が逮捕状を郵送することはありません  

〇警察がビデオ通話を求めることもありません 

〇警察が捜査等の名目で金銭を要求することもありません 

不審な電話等があれば警察に相談して下さい 

 

阪急駅前ブロック交番だより 
 （阪急駅前交番・伊丹駅前交番・神津交番・） 

令和 8年 

5月号 

伊丹警察署 
072-771-

0110 


